
入 札 説 明 書 

 

この入札説明書は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平

成７年政令第３７２号。以下「政令」という。）の適用を受ける調達に係るものである。 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

⑵ 数量及び仕様等 

別紙仕様書のとおり 

⑶ 納入期限 

  令和８年３月２７日 

⑷ 納入場所 

鳥取市役所本庁舎駐車場 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 

⑴ 製造の請負、物品の売買及び修理、役務の提供並びに物品の賃貸に係る調達契約の一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査申請手続等につい

て（令和５年鳥取市告示第５９３号）に基づく競争入札参加資格を有するとともに、そ

の資格区分が別表に定める「車輌及び船舶類」の「車輌」に登録されている者であるこ

と。 

⑵ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、鳥取市入札参加資

格者指名停止措置要綱（平成２５年４月１日制定）第３条の規定による指名停止措置を

受けていない者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者

であること。 

⑷ 公告の日から入札（開札）の日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成

１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でな

いこと。 

⑸ この入札に係る物品を納入期限までに納入場所に納入することができるとともに、仕

様書に記載された事項を確実に履行できる者であって、当該物品の納入後、修理、点検、

保守その他のアフターサービス及び部品供給等について、長期間にわたり適切かつ迅速

に対応できる体制が整備されている者であること。 

 

３ 欧州連合等の供給者を対象とした入札参加資格審査申請の認定手続きに関する事項 

  ２の⑴に定める競争入札参加資格を有さない政令に定める欧州連合等の供給者が本件入

札に参加しようとするときは、競争入札参加資格者名簿への登録に関する申請方法につい

て以下に記載する場所へ問い合わせること。なお、当該申請書類の提出期限は令和７年４

月２日正午までとする。 

〒６８０‐８５７１  

鳥取県鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階 

鳥取市総務部検査契約課契約制度係 



   電話：０８５７－３０－８１２２ 

 

４ 入札説明書、仕様書等に対する質問等 

⑴ 入札説明書、仕様書等に対する質問 

質問は、令和７年４月９日の午後３時までに質問書（別紙１）をファクシミリで送信

して行うこと。回答は、同月１０日の午後３時までに鳥取市公式ウェブサイト

（https://www.city.tottori.lg.jp）に掲示する。 

⑵ 質問書の送信先 

鳥取市総務部検査契約課 ファクシミリ ０８５７－２０－３９４８ 

 

５ 入札方法等 

⑴ 入札は郵便によるものとし、持参によるものは認めない。 

⑵ 郵送方法は、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便のいずれかによること。 

⑶ 宛先は、〒６８０－８７９９ 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 鳥取市総務部

検査契約課行とすること。 

⑷ 郵送開始日は、令和７年４月７日とする。 

⑸ 到着期限は、令和７年４月１３日（必着）とする。 

⑹ 入札書は別紙３を使用し、入札金額には総額（搬入、設置、組立及び検査等に必要な

一切の費用を含む。）を記入すること。 

⑺ 入札書に記載する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示

とすること。 

⑻ 入札書は、封筒（長型３号程度の大きさ）に入れ封印し、封筒表面にはこの入札に係

る開札日、件名を記入して、「入札書在中」と朱書きし、封筒裏面には差出人の住所、

商号又は名称を記入して郵送すること。記載例は別紙２のとおり。また、この入札に係

る入札書以外の入札書を同封して郵送した場合、無効となるので注意すること。 

⑼ 代理人をして入札させようとするときは、必ず委任状を提出すること。委任状は別紙

４を使用し、その提出に当たっては、前号に規定する封筒に同封すること。なお、本社

の代表者又は受任者（本社の代表者から入札の権限を委任された者として鳥取市競争入

札参加資格者名簿（物品・役務）に登録されている者に限る）が入札する場合は、委任

状の提出は不要である。 

⑽ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て

た金額）をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

⑾ 入札者は、入札書の記載事項について抹消、訂正又は挿入をしたときは、当該抹消等

をした箇所に押印すること。ただし、入札金額は改めることはできない。 

⑿ 入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。 

⒀ 入札者は、入札に関して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号）その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。 

⒁ 入札者は、入札後、入札説明書、仕様書等の不知又は不明を理由として、異議を申し

立てることはできない。 

 

６ 入札（開札）の場所及び日時等 



⑴ 場所 鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階会議室４－２ 

⑵ 日時 令和７年４月１４日 午後１時４０分 

⑶ 立会 入札者は入札（開札）に立ち会うことができる。 

 

７ 無効となる入札の範囲 

次に掲げる入札は、無効とする。 

⑴ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

⑵ 鳥取市契約規則（昭和３９年鳥取市規則第３号）、本件に係る公告、入札説明書又は

仕様書に記載する条件に違反した入札 

⑶ 同一の入札において同一人が複数の入札書を提出した入札 

⑷ 入札書の金額、氏名、印影、その他入札に関する要件を欠き、又は重要な文字を誤脱

し、若しくは記載内容を確認しがたい入札書による入札 

⑸ 記名押印のない入札 

⑹ 委任状を提出しない代理人のした入札 

⑺ 同一の入札において他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をし

た者の入札 

⑻ 指定された方法以外の方法で提出された入札 

⑼ 指定された期日に指定された場所に到着しない入札 

⑽ その他、入札執行者が無効と認めた入札 

 

８ 入札の辞退 

入札書郵送後に入札を辞退する場合は、５の入札（開札）の開始までに入札辞退届を鳥

取市総務部検査契約課（鳥取市幸町７１番地 鳥取市役所本庁舎４階）に提出しなければ

ならない。 

 

９ 落札候補者 

⑴ 落札候補者の決定 

鳥取市契約規則第１１条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低

価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者とする。 

 ⑵ 落札候補者となるべき入札者が２名以上の場合は、別に指定する日時及び場所におい

て、くじにより落札候補者を決定する。なお、当該入札者のうち、くじを引かない者が

あるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 入札参加資格確認申請書の提出 

落札候補者は、令和７年４月１５日までに入札参加資格確認申請書（別紙５）を鳥取

市総務部検査契約課に提出しなければならない。入札参加資格確認申請書を提出しない

落札候補者のした入札は無効とする。 

 

１０ 落札者の決定 

⑴ 入札参加資格確認申請書により入札参加資格要件を満たしている場合には、落札候補

者を落札者とする。 

⑵ 落札候補者が入札参加資格要件を満たしていない場合には、新たに次の順位の者を落

札候補者として入札参加資格要件の審査を行うものとし、以後落札者の決定まで同様と

する。 

 



１１ 再度の入札 

予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、別に指定する日時及び場所におい

て、再度の入札に付するものとする。 

 

１２ 議会の議決 

  本件の物品売買契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年鳥取市条例第１３号）第３条に規定する財産の取得に係る契約に該当する

場合は、落札後仮契約を締結するものとし、鳥取市議会の議決を得て本契約とする。 

  仮契約の締結後、議会の議決までの間に、仮契約を締結した落札者が入札参加の資格制

限又は指名停止を受けた場合は、市は仮契約を解除し、本契約を締結しないことがある。

仮契約を解除した場合、市は一切の損害賠償の責めを負わない。 

 

１３ その他 

⑴ 入札保証金 免除 

⑵ 契約保証金 免除 

⑶ 契約書作成の要否 要 

⑷ 入札及び契約手続において使用する言語、通貨及び時刻 日本語、日本国通貨及び日

本標準時 

⑸ 開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があ

り、若しくは競争の意志が無いと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取り止める

ことがある。 

 

 

問い合わせ先 鳥取市総務部検査契約課 

電話：０８５７－３０－８１２１ 

ファクシミリ：０８５７－２０－３９４８ 



質 問 書 

 

件 名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

公 告 日 令和７年３月３１日 

質 問 者 名 

会 社 名： 

代表者名： 

連 絡 先：電話        ﾌｧｸｼﾐﾘ         

質 問 者： 

提出年月日 令和  年  月  日 

質 問 事 項 

 

 

別紙 1 



郵送用封筒記載例 

 

 

【封筒表面】 

 

日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局留 

 鳥取市総務部検査契約課 行 

 

 

 

開札日  令和７年４月１４日 

件 名  消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

簡易書留  

 

 

 

 

【封筒裏面】 

 

 

 

 

               

 

差出人                  

住 所            

商号又は名称            

 

 

※封筒は、長型 3 号（120×235mm）程度の大きさで中身が透けて見えないものを使用するこ

と。 

 

 

 

入札書在中 

印 印 印 

 

朱書きす
ること。 

一般書留・簡易書留・特定
記録郵便のいずれかの郵
送方法を記入すること。 
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入 札 書  (第 回) 

 

鳥取市長 深澤 義彦  様 

 

  鳥取市契約規則(昭和３９年鳥取市規則第３号)、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ、次

のとおり入札します。 

 

 令和  年  月  日 

 

入札者 住 所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

代理人 住    所 

 

氏    名             印 

 

件  名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

入札金額(※1) 金               円(c) 

 

内訳明細 

項 目 ﾒｰｶｰ名・品番等 
数量 

(a) 

単価(※２) 

(b) 

金  額      

(a)×(b) 

救助資機材搭載型

消防ポンプ自動車

（ＣＤ－Ⅰ型） 

仕様書のとおり 1 円 円(c) 

 

※１ ４入札方法等の⑹及び⑼を熟読の上作成すること。 

※２ 単価も必ず記載すること。 

別紙３ 



委  任  状 

 

 

鳥取市長 深 澤 義 彦  様 

 

私は、住所              氏名         を代理人 

と定め、次の入札（見積）に係る一切の権限を委任します。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

委任者 住    所                  

商号又は名称                  

代表者氏 名                印 

 

受任者 住    所                  

氏    名                印 

 

 

件名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 
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入札参加資格確認申請書 

 

 

令和  年  月  日  

 

 

鳥取市長 深澤 義彦 様 

 

 

住  

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名             印 

 

 

 

件  名：消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

 

公 告 日：令和７年３月３１日 

 

 

 

私は、上記の入札に係る公告の「２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項」第４

号の要件を満たしていることを誓約するとともに、その他の入札に参加する者に必要な資格

に関する事項の要件を満たしているので、次の添付書類とともに入札参加資格の確認を申請

します。 

 

【添付書類】 

 ○ 適切かつ迅速なアフターサービス、メンテナンス等が可能であることを証明できる

書類（メンテナンスサービス体制図等）、製造元による支援が確約されていることが確

認できるもの（代理店・特約店・メーカー支援の証、パートナー証明書、サポート証

明書等） 

別紙５ 



仕様書 

１件    名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

２品  名 救助資機材搭載型消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型） 

３数    量 １台 

４規    格 別紙仕様書のとおり 

５納入場所 鳥取市役所本庁舎駐車場 

６納入期限 令和８年３月２７日（金）まで 

７そ の 他 ・納品に当っては、担当職員の指示に従うこと。 

・搬入、設置、組立及び検査に要する費用は受注者が負担すること。 

・納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。 

・納品に際して発生したごみ等は、受注者が処理、清掃を行うこと。 

・その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、発注課と協議す

ること。 

８問合わせ  危機管理課  担当者 北村・青木  TEL 0857-30-8032  

 

 



 

 

 

 

救助資機材搭載型 

消防ポンプ自動車 

ＣＤ－Ⅰ型 

 

仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取市 
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救助資機材搭載型消防ポンプ自動車 ＣＤ－Ⅰ型 仕様書 

 

第１ 総則 

 

 １ この仕様書は、鳥取市（以下「発注者」という）が整備する消防ポンプ自動車ＣＤ－Ⅰ型（以

下「車両」という）について定める。また、以下の数量等は、１台についての数量を表すものと

する。 

 ２ この仕様書に定めるもののほか、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱に定める規格に

適合するものであること。また、この仕様書に定めるもののほか、日本消防検定協会が定める

『消防用車両の安全基準について』の項目を満たしたものであること。なお、すべての架装は、

道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合し、緊急自動車として承認が得られるもの

であること。 

 ３ 配備場所及び車種 

    配備場所    鳥取市消防団大和分団 

    大和分団については下記のシャシを使用し製作を行うこと。 

シ ャ シ    いすゞエルフ消防車 

型  式    ＣＤ－Ⅰ型 

     駆動方式    四輪駆動・オートマチックトランスミッション 

     乗車定員    ６名 

     完成総重量   ５，０００ｋｇ未満 

４ 協議 

   この仕様書を変更する場合は、双方協議の上変更を行うこと。ただし、その費用は受注者の

負担とする。 

５ 受注者は製作に先立ち、この仕様書に基づき下記の図書を製作提出し、発注者と製作上の細

部について十分な打合せを行い、承認を受けること。 

（１）艤装製作図面  ３部 

 ６ 登録・回送納入 

   回送納入等は、経費を含めすべて受注者の責任において行うものとする。ただし、自動車重

量税、自賠責保険料及び登録諸経費は、発注者の負担とする。 

 ７ 検査 

   検査は、納入前検査とし、実施日時等は協議の上決定するものとする。納入の完了は、発注者

の指定する係員の検査に合格したときとする。 

 ８ 提出物 

   納入に際しては、次の図書を提出すること。 

 （１）消防ポンプ自動車受託試験済み銘板の写し  １部 

 （２）消防ポンプ自動車取扱説明書  ３部 

 ９ 保証 

 （１）納入に至るまでの間において発生したどのような事故も受注者において責任を負うものと
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する。 

（２）納入より１年以内において生じた故障（事故過失損傷は除く）及び不合格場所を発見した

場合は、発注者の指示により受注者において無償で部品交換又は修理等必要な処置を講ずる

こと。ただし、製作上の欠陥による故障は１年以内に限らず保証すること。 

10 納入期日 

 発注者の指定した期日とする。 

 11 納入場所 

   別途指示するものとする。 

 

第２ 艤装 

 

 １ 艤装の主要事項は、本仕様書の内容をすべて満たすもの、又は同等以上の機能を有している

ものとする。 

 ２ ポンプ艤装 

（１）主ポンプ 

（ア）高圧２段バランスタービンポンプでシャシに確実に固定し、振動・衝撃等により緩み、 

損傷等が生じない構造であること。 

（イ）材質はアルミを使用し、ポンプ軸は特殊ステンレス鋼を用い熱処理後研削仕上げを行 

うこと。また、防錆、防食のため特殊コーティング処理を施すこと。 

 （ウ）性能はＡ－２級とし次の送水能力を有するポンプとすること。 

規格放水性能 ０．８５ＭＰａにて２，５００L 以上 

       高圧放水性能 １．４０ＭＰａにて２，０００L 以上  

  （エ）グランド部は、グリース及びグランドパッキンを使用しないメカニカルシール方式とす

ること。また、軸受け部もグリース補充が不要なメンテナンスフリーとすること。 

なお、メカニカルシール内はポンプから運転に対応する冷却機構を設けること。 

（２）真空ポンプ 

  （ア）吸水配管内部の空気の排除は、ポンプ直前の吸水導管を上方に湾曲させ最上部に吸水 

口を設け、吸水導管内の空気を有効に且つ効率よく排出でき、また真空ポンプとの間に 

真空自動弁を設置し気密が保持できること。 

（イ）５翼偏心ロータリー式で軸受けには精密ボールベアリング入りとし、動力の伝導は電 

磁クラッチを使用し、側板左右に設けた操作ボタンにより確実に着脱し揚水完了と同時 

に自動的に停止すること。また、排気容量は１回転あたり１，５００ｃｃ以上とし、吸水 

配管内の空気を効果的に排出でき、真空ポンプへの水の混入を防ぐ水遮断機が設けてあ 

ること。 

（ウ）真空ポンプ内のローターを含むケーシングの材質は、軽量化及び耐腐食性を図るためア

ルミとする。 

（エ）性能は、３０秒以内の真空度が大気中の８４％以上で、給油方式は、無給油式とする。 

（オ）揚水検出制御は、吸水部に設けられたフロートセンサーにより、揚水と同時に圧力・機 

関回転数等に関係なく自動揚水システムモニターに表示されるものであること。 
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（カ）自動揚水システムは、揚水操作に係わる真空ポンプの動作、停止を自動的に行い、揚水 

準備から運転の全域にいたる配管各部の状況をＬＥＤで把握できる流水経路表示機能を備

えた自動揚水システムモニターを装備すること。 

（３）呼水装置（エゼクター装置） 

    放水量１，０００Ｌ／ｍｉｎ（吸水高３ｍ）のとき、バルブを全開にしても落水せず、６０ 

秒以内に揚水を完了すること。また、揚水が確認できる装置をボールカップ付で設けてある

こと。 

（４）吸水口 

 ７５ｍｍボールコック付吸水口を車体両側に埋込式にて各１個設けること。右側は７５ｍ 

ｍ×８ｍ、左側は７５ｍｍ×１０ｍの吸管をスイベルエルボを介して接続し、車両両側に収 

納金具を設け固定すること。 

（５）中継口 

    ６５ｍｍボールコック付中継口を埋込式にて車両両側に各１個設けること。これに中継作 

業時の複雑なコック操作及びスロットル調整を行う必要がなく、中継送水による消火活動が 

迅速かつ安全に行えるよう左右配管内に中継圧制御バルブ CV－６５を機能的に組み込むも 

のとする。また、メンテナンスを容易なものとするため、スプリングを使用せず大気圧を利 

用した構造とすること。 

（６）吐水口 

 ６５ｍｍボールコック付吐水口を埋込式にて車両両側に各２個設けること。 

（７）吸水口、中継口及び吐水口の残水排水用ドレンコックは、車両下部に集中型にて取り付け 

ること。吸・吐水用配管は、ねずみ鋳鉄品及び配管用炭素鋼管を用い、通水内面には防錆処理 

を施すこと。 

（８）冷却水装置 

 補助ラジエーター及びオイルクーラー、ポンプミッション系統とし、ボールカップ、スト 

レーナー及び予備回路付で設けること。 

（９）給脂装置 

 グリースカップを切替コック付で設け、ポンプ給脂必要部分に配管し、給脂できる構造と 

する。 

３ キャブ部艤装 

 （１）運転席・隊員席は、シャシ固有のものとする。 

 （２）エアコンを装備すること（シャシ純正品でも可）。 

 （３）後部隊員席下部は収納用の物入れとすること。 

 （４）ルームミラー型バックモニターを取り付けること。 

 （５）車両前後にドライブレコーダーを取り付けること。 

 （６）無線機は既存の車両から載せ替えとし、送受話器はキャブ内に 1 基、スピーカーはキャブ

内に 1 基、車両両側に各 1 基取り付けること。 

 （７）電子サイレン、ＣＤプレーヤー及び各スイッチ類の取り付けはオーバヘッドコンソール型 

とする。 

 （８）キャブ内のセンターグリップに地図入れボックス（Ａ３サイズ）を設けること。 
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（９）既存のＡＥＤ及び収納ボックスを移設すること。また、既存のＡＥＤに係る消耗品・ バ 

ッテリーにおいて期限切れの物は一式交換すること。 

 （10）後部座席にヘルメット掛け用フックを５個設けること。 

 （11）キャブ内にＬＥＤの照明灯を設けること。 

 （12）サイドバイザーを装備すること。 

 （13）フロアマットを装備すること。 

（14）車体にバッテリー充電器を組み込み、マグネットコンセント接続口を設けて待機時に車両

に補充電できる構造とすること。（充電器接続用マグネットコンセントコード及び延長コード

(１０ｍ)を附属させること。） 

４ 車体部艤装 

（１）艤装材料は、すべて日本工業規格に基づいて精選された耐久性に富むものとすること。 

（２）ポンプ室側板は密閉型とし、ボディー側板の上端周辺は外側に折り曲げ加工し、各ステッ

プは端部周辺を折り曲げ加工すること。 

（３）ポンプ室上部、車両後面にはホース、資機材等が積載できるようシャッター式の収納箱を

設けること。また、シャッター開閉連動のＬＥＤ照明灯付とする。 

 （４）吸水口はポンプ室後方左右に取付け、吸水配管の抵抗をできる限り低減させる構造とする 

こと。 

 （５）メカニカルシール部に不凍液を注入できるよう、不凍液注入装置を設けること。 

 （６）車両左側吸管輪内へホース背負い器を取り付けること。 

（７）後部シャッター内に布水槽、救助資機材を積載すること。救助資機材は本仕様書の物品又

は同等以上の機能を有しているものとする。また、後部シャッター内の資機材は木箱に収納

し、ローラー式により容易に取り出しができるようにすること。 

 (８) 車両天井に消火器を取り付けること。 

（９）上部シャッター内に発電機、投光器、コードリール及び三脚を積載すること。 

 （10）計器、ボックス内に有効に照明できるＬＥＤ照明灯を必要数取り付けること。 

（11）後部左右に管鎗取付装置を各１個設けること。また後部に、スタンドパイプ、金テコの取付

装置を設けること。 

 （12）タイヤは、スタッドレスタイヤに組み替えること。 

（13）バッテリーは、点検を容易にするため、引き出し式とし、アルミ縞板等でバッテリーの傷防

止の措置を講ずること。 

  (14) 赤色点滅灯ＬＦＡ-５０をフロントグリルへ２個、車両後部へ２個、計４個を取り付けるこ 

と。 

（15）低水位ストレーナーを車体側板へ取り付けること。 

 ５ ホース延長用資機材（ホースカー） 

 （１）ホースカーは加納式とし、容易に脱着できるよう積載すること。 

 （２）ホースカーは６５ｍｍホース８本以上を積載できるものであること。 

 （３）ホースカーに管鎗：１本、分岐器：１個を取り付けできる装置を設けること。 

 ６ 塗装・記入文字 

（１）完全なる防錆を施し赤色塗装とすること。（ホースカーを含む） 
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（２）ポンプ室及びボックス内はシルバー塗装又はグリーン塗装とすること。 

（３）記入文字は別途指示するものとする。 

 ７ その他 

 （１）各スイッチ、コック及びレバー等には名称並びに開閉等の銘板を取り付けること。 

 （２）各収納箱及び金具等、雨水の溜まる部分には水抜き穴を設けること。 

 （３）サイドステップ、リヤステップ、すべてアルミ縞板を使用すること。 

 （４）取付品、移設品、取付装置の取付場所の詳細は後日発注者と協議する。 
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 ８ 取付品及び付属品(車両及び放水関連器具) 

品    名 数 量 備     考 

ポンプ圧力計 ２個  

ポンプ連成計 ２個  

エンジン回転計 １個 シャシ固有 

エンジン油温計 １個 シャシ固有 

赤色警光灯 １式 ＮＦ-ＭＬ-ＶＫ２Ｍ-ＬＡ２ 

赤色点滅灯 ４個 ＬＦＡ-５０ 

電子サイレン １式 Ｍａｒｋ－Ｄ２ 

ＬＥＤサーチライト １式 ＮＹ９７５３-４０  前側：１個 後側：２個 

後退警報器 １式 シャシ固有 

標識灯 １個 赤色警光灯内蔵 

オイルパンヒーター １式 １０ｍコード付 

不凍液注入装置 １式 吸引ホース付 

スタッドレスタイヤ １式 スペアタイヤを含む 

吸管 １本 ７５×８ｍ ＬＦ－ＲＳ 

吸管 １本 ７５×１０ｍ ＬＦ－ＲＳ 

吸口ストレーナー ２個  

吸管ストレーナー ２個  

吸管ちりよけ籠 ２個 ポリ製 黄色 

吸管まくら木 ２個 木製 

吸管ロープ ２本 クレモナ製 

低水位ストレーナー １個 円盤型低水位ストレーナーⅡ型 

媒介 １個 ６５差込オス×７５ネジオス 

消火栓金具 １個  

中継用媒介金具 ２個 ストレーナー付 

消火栓開閉金具 １式 鳥取市型 １ｍ 
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消火栓開閉金具 1式 全国共通型 １ｍ 

消火栓開閉金具 １式 地上式型 

吸管スパナ ２本  

管鎗 ３本 ハンドル付 

ストレートノズル ２個 ２０ｍｍ・２３ｍｍ：各１個  

噴霧ノズル ４個 ヴァリアブル：２個 プロコンペ：２個 

ガンタイプノズル １個 クアドラフォグノズル ＮＨ－４０ＱＦ 

放口媒介金具 ４個 ６５：２個  ６５（２０°C型）：２個 

とび口 ２本 １．８ｍ 

金てこ １本  

剣先スコップ １本  

ホースカー １式 カバー付 

梯子 １脚 ３．６ｍ 

車輪止 ２個 ゴム製 小サイズ 

消火器 １本 ＹＡＭ－２０Ｘ 

ポンプ工具 １式 スパナ：１本 

消防ホース １２本 
６５×２０ｍ １．３ＭＰａ １０本 

４０×２０ｍ １．３ＭＰａ  ２本 

媒介金具 １個 ６５メス×４０オス 

タイヤチェーン １式 シングル型 

分岐管 １個 ＷＢ－６５ 

ホースブリッジ １組 ダブルタイヤ用 

発電機 １台 ＥＵ９ｉ 

コードリール １台 ＣＥ－３０ ３０ｍ 防雨型  

投光器 １台 ＬＦＴ－３０ 三脚付 

ホース背負い器 １個 アルミ製 ２本用 カバー付 

スタンドパイプ １本 単口引上式 ＰＳ－６５・８００ 
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消防章 １個 消防団マーク 

布水槽 １台 エミューライト水槽 ＴＣ型 ６００Ｌ 

角型布水槽 1台 ＫＡ-２５００ フレーム付 

路肩灯 １式 ＬＥＤ スモールライト連動 

ＣＤプレーヤー １式  

バッテリー充電器 1式 ずぼら充電器 ＳＡ１２－ＰＷ－Ｘ 

林野火災用放水器 ６個 ジェットシューターＳ 

雨衣 １２着 
前垣 ＡＰ１０００（鳥取市消防団指定品） 

サイズは後日発注者と協議する。 

ヘルメット ６個 （鳥取市消防団指定品） 

補修用塗料 １缶 赤色 

ケブラー手袋 ６双 
Ｋ－Ａ１７７ＮＶ 

サイズは後日発注者と協議する。 

防災マルチライト ６個 ＢＭＧ－ＴＳ 

ポータブルライト １０個 ＹＣ－０３ 

バルーン投光器 １台 
ＷＬ３０１ＳＬＢＡＫＳ－２ 三脚式 

ハードケース付 

無線機移設 １式  

 

９ 積載品及び付属品(救助資機材) 

品    名 数 量 備     考 

エンジンカッター 1台 ハスクバーナー Ｋ７７０ 

チェンソー 1台 ハスクバーナー ５６５ 

ハンドパワーマルチ 1台 ホルマトロ ＨＣＴ５１１１ 

コンクリート破壊器具 1台 レッドワン 

担架 1台 ４つ折り ２号 

救急箱 1個 災害多人数用救急箱 ５０人用 

牽引ロープ 1本 ８ｔ用 
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防じんメガネ ６個 ＭＳＡ ケミプロゴーグル 

使い捨てマスク ５個 ＤＤ０２－ＳⅡ－２Ｋ １０枚入り 

作業用ズボン ６本 
ＳＴＩＨＬ ファンクションチャップス 

サイズは後日発注者と協議する。 

（既存）ＡＥＤに係る消耗

品・バッテリー 
１式 

発注の年度中に期限切れとなる物は、一式交換す

ること 

 



物 品 売 買 仮 契 約 書 （案） 

 

 

１ 件     名   消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入 

品名 規格 数量 単価 金額 備考 

救助資機材搭載型 

消防ポンプ自動車 

（ＣＤ－Ⅰ型） 

仕様書の 

とおり 
１台 円 円  

（単価及び金額の欄に掲げる額には、消費税及び地方消費税額は含まない。） 

 

２ 納 入 場 所   鳥取市役所本庁舎駐車場 

 

３ 売 買 代 金   金           円 

（うち消費税及び地方消費税の額 金        円） 

 

４ 納 入 期 限   令和８年３月２７日 

 

５ 契 約 保 証 金    免 除 

 

上記の物品の売買について、買主と売主は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項によって物品売買契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 

ただし、この契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年鳥取市条例第１３号）第３条の規定により鳥取市議会の議決を得たとき本契約とみ

なすものとする。 

 この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自１通を保

有する。 

 

令和７年４月  日 

 

 

買主 住所又は所在地  鳥取市幸町７１番地 

商号又は名称   鳥取市 

代表者名又は氏名 鳥取市長  深澤 義彦 

 

売主 住所又は所在地   

商号又は名称    

代表者名又は氏名  



物 品 売 買 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 買主（以下「甲」という。）及び売主（以下「乙」

という。）は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）

に基づき、仕様書等（別添の仕様書、見本、図面、明

細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以

下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約

（この約款及び仕様書等を内容とする物品の売買契

約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 乙は、契約書記載の物品（以下「物品」という。）

を契約書記載の納入期限（以下「納入期限」という。）

までに契約書記載の納入場所に納入し、甲は、契約書

記載の売買代金（以下「売買代金」という。）を支払

うものとする。 

３ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

４ この契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及

び解除は、書面により行わなければならない。 

５ この契約の履行に関して甲乙間で用いる言葉は、日

本語とする。 

６ この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本

円とする。 

７ この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位

は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法

（平成 4年法律第 51号）に定めるものとする。 

８ この契約における期間の定めについては、民法（明

治 29年法律第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第 48

号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

10 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管

轄する裁判所に行う。 

 

（契約の保証） 

第２条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のい

ずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、

第 4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結

後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならな

い。 

⑴ 契約保証金の納付 

⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提

供 

⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害

金の支払を保証する金融機関（出資の受入、預り金

及び金利等の取締りに関する法律（昭和 29年法律

第 195号）第 3条に規定する金融機関をいう。）の

保証 

⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害

をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保

険金額（第 4 項において「保証の額」という。）は、

売買代金額の 100 分の 10 以上としなければならな

い。 

３ 第 1 項の規定により、乙が同項第２号又は第３号

に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金

に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第

4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付

を免除する。 

４ 売買代金額の変更があった場合には、保証の額が変

更後の売買代金額の 100 分の 10 に達するまで、甲

は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保

証の額の減額を請求することができる。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担

保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾

を得た場合は、この限りでない。 

 

（売買代金に含むもの） 

第４条 売買代金は、梱包、運送及び据付に要する費用

を含むものとする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第５条 乙は、仕様書等に疑義がある場合には、遅滞な

く、甲に通知し、その確認を請求しなければならない。 

２ 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は

自ら発見したときは、直ちに仕様書等の疑義を調査し

なければならない。 

３ 甲は、調査の結果を取りまとめ、速やかにその結果

を乙に通知しなければならない。 

４ 前項の調査の結果必要があると認められるときは、

甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならな

い。 

５ 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行わ

れた場合において、甲は、必要があると認められると

きは納入期限又は売買代金額を変更し、及び乙に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら

ない。 

 

（仕様書等の変更） 

第６条 甲は、前条第 4項の規定によるほか、必要があ

ると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知し

て、仕様書を変更することができる。この場合におい

て、甲は、必要があると認められるときは納入期限若

しくは売買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（契約の履行に係る乙の提案） 

第７条 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に



優れた代替物品、代替方法その他改良事項を発見し、

又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案

に基づき仕様書等の変更を提案することができる。 

２ 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合におい

て、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を乙

に通知するものとする。 

３ 甲は、前項の規定により仕様書等が変更された場合

において、必要があると認められるときは、納入期限

又は売買代金額を変更しなければならない。 

 

（乙の請求による納入期限の延長） 

第８条 乙は、天災その他乙の責に帰することができな

い事由により納入期限までに物品を納入することが

できないときは、その理由を明示した書面により甲に

納入期限の延長変更を請求することができる。 

 

（甲の請求による納入期限の短縮又は延長） 

第９条 甲は、特別の理由により、納入期限を短縮又は

延長する必要があるときは、乙に対して納入期限の短

縮変更又は延長変更を請求することができる。この場

合において、甲は、必要があると認められるときは売

買代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必

要な費用を負担しなければならない。 

 

（納入期限又は売買代金額の変更方法） 

第 10条 この約款の規定により納入期限又は売買代金

額を変更する場合は、甲乙協議して定める。 

２ この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした

場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費

用の額については、甲乙協議して定める。 

 

（検査） 

第 11条 乙は、物品を納入したときは、その旨を納品

書により甲に通知しなければならない。 

２ 甲が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定

による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10

日以内に検査（以下「受領検査」という。）を完了し

なければならない。この場合においては、甲は、当該

受領検査の結果を乙に通知しなければならない。 

３ 乙は、前項の受領検査に合格しないときは、直ちに、

これを引き取り、甲の指定する期間内に改めて物品を

完納し、受領検査を受けなければならない。 

 

（所有権の移転） 

第 12条 物品の所有権は、甲が受領検査の結果、当該

物品を合格と認めたときをもって甲に移転するもの

とする。 

 

（損害）  

第 13条 所有権移転前に生じた一切の損害は、乙の負

担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべ

き事由により生じたものについては、甲が負担する。 

 

（売買代金の支払） 

第 14 条 乙は、第 11 条第 2 項又は第 3 項の受領検査

に合格したときは、この契約に定めるところにより、

甲に売買代金の請求をすることができる。 

２ 売買代金の支払期限は、適法な支払請求書を受理し

た日から起算して 30日とする。 

 

（部分払） 

第 15条 物品が可分なものであるときは、乙は、物品

の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金につ

いて、甲に対して、部分払を請求することができる。

この場合において、第 11 条及び第 12 条中「物品」

とあるのは「部分払に係る物品」と、第 14条中「売

買代金」とあるのは「部分払に係る売買代金」と読み

替えて、これらの規定を準用する。 

２ 乙は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該

請求に係る納入部分の確認を甲に請求し、承諾を得な

ければならない。 

 

（第三者による代理受領） 

第 16条 乙は、甲の承諾を得て売買代金の全部又は一

部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 

２ 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした

場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者

が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、

当該第三者に対して第 14 条（前条において準用する

場合を含む。）の規定に基づく支払をしなければなら

ない。 

 

（契約不適合） 

第 17条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関

して契約の内容に適合しないものである場合（以下

「契約不適合」という。）は、甲は、乙に対し、当該

物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、

甲に不相応な負担を課すものでないときは、甲が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすること

ができる。 

２ 前項の契約不適合が、甲の責に帰すべき事由による

ものであるときは、甲は履行の追完を請求することが

できない。ただし、乙がそのことを知りながらこれを

通知しなかったときは、この限りでない。 

３ 第 1 項に定める履行の追完の請求を行うことので

きる期間は、第 12 条に規定する所有権移転の日から

1年とする。ただし、契約不適合が乙の故意又は重大

な過失により生じた場合には、当該請求を行うことの

できる期間は 5年とする。 



 

（契約金額減額請求権） 

第 17 条の 2 契約不適合があり、甲が相当の期間を定

めて乙に対して履行の追完を催告し、その期間内に履

行の追完がないときは、甲は、その契約不適合の程度

に応じて売買代金の減額を請求することができる。た

だし、履行の追完が不能であるとき又は乙が履行の追

完を拒絶する意思を明確に示したときは、甲は、催告

をすることなく直ちに売買代金の減額を請求するこ

とができる。 

２ 前項の契約不適合が、甲の責に帰すべき事由による

ものであるときは、甲は売買代金の減額を請求するこ

とができない。ただし、乙がそのことを知りながらこ

れを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

 （準用） 

第 17条の 3 前 2 条の規定は、債務不履行による損害

賠償の請求及び解除権の行使についても準用する。 

 

（履行遅滞の場合における損害金等） 

第 18条 乙の責に帰すべき事由により納入期限内に納

入を完了することができない場合においては、甲は、

損害金の支払を乙に請求することができる。 

２ 前項の損害金の額は、売買代金額から納入部分に相

応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応

じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和 24年法律第 256号）第 8条第 1項の

規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「遅延利息

の率」という。）を乗じた額とする。 

３ 甲の責に帰すべき事由により第 14条第 2項の規定

による売買代金の支払が遅れた場合においては、乙は、

未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、

遅延利息の率を乗じた額の遅延利息の支払を甲に請

求することができる。 

 

（甲の解除権） 

第 19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると

きは、この契約を解除することができる。この場合に

おいて甲は、解除により乙に損害が生じても、その損

害の賠償の責を負わないものとする。 

⑴ その責に帰すべき理由により納入期限内又は納

入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込

みが明らかにないと認められるとき。 

⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、そ

の違反によりこの契約の目的を達することができ

ないと認められるとき。 

⑶ 第 23条の規定によらないでこの契約の解除を申

し出たとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合にお

いては、乙は、売買代金額の 100分の 10に相当する

額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、第 2 条の規定により契約保

証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われて

いるときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって

違約金に充当することができる。 

 

第 20条 甲は、乙（乙が法人の場合にあっては、その

役員又は使用人）がこの契約に関して、次の各号のい

ずれかに該当する行為をしたと認められたときは、こ

の契約を解除することができる。この場合において甲

は、解除により乙に損害が生じても、その損害の賠償

の責を負わないものとする。 

⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和 22 年法律第 54 号）第 3 条の規定に違反

する行為 

⑵ 刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の 6又は

同法第 198条に規定する行為 

２ 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の規定によ

りこの契約が解除された場合に準用する。 

 

第 21条 甲は、乙又はその経営幹部（役員又は支店若

しくは営業所（常時の請負契約を締結する権限を有す

る事務所をいう。）を代表する者をいう。以下この条

において同じ。）が次の各号のいずれかに該当すると

きは、契約を解除することができる。この場合におい

て甲は、解除により乙に損害が生じても、その損害の

賠償の責を負わないものとする。 

⑴ 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関す

る法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 2号に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）であると

認められるとき。 

⑵ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）

が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力

団員」という。）であると認められるとき（顧問等

に就任するなど事実上、経営に参加している場合を

含む。）。 

⑶ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用

し、又は代理人、受託者等として使用しているとき。 

⑷ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、いかなる名義をもってするかを問わず、

金銭、物品その他財産上の利益を与えたとき。 

⑸ その相手方が暴力団又は暴力団員であることを

知りながら、友人又は知人として会食、遊技、旅行

等を共にし、又はパーティー等に招待し、若しくは

招待されて同席すること等の密接な交際をしたと

き（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部が行

うものに限る。）。 

⑹ 乙（乙が法人の場合にあっては、その経営幹部）



が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、

又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若

しくは暴力団員を利用し、又は暴力団若しくは暴力

団員に便宜を供与したとき。 

⑺ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第 3 号から前号までに掲げる行為のいず

れかを行う者である事実を知りながら、これらの者

と物品の一部を請け負わせる契約、資材、原材料等

を購入する契約その他の契約を締結したとき。 

⑻ この契約に関して、暴力団若しくは暴力団員であ

る者又は第 3 号から第 6 号までに掲げる行為のい

ずれかを行う者である事実を知らずに、これらの者

を雇用し、又はこれらの者と物品の一部を請け負わ

せる契約、資材、原材料等を購入する契約その他の

契約を締結した場合であって、甲が乙に対して解雇

に係る手続き、契約の解除その他の適正な是正措置

を求め、乙がこれに速やかに従わなかったとき。 

２ 乙は、甲が前項各号に掲げる事由の有無を確認する

ため、役員名簿その他の資料の提出を求めたときは、

速やかに当該資料を提出しなければならない。 

３ 第 19 条第 2項及び第 3項の規定は、第 1項の規定

により契約が解除された場合に準用する。 

４ 甲は、第 1 項第 8 号の規定により求めた是正措置

を乙が行ったことにより乙に損害が生じても、その損

害の賠償の責を負わないものとする。 

 

第 22 条 甲は、物品が完納するまでの間は、第 19 条

第１項、第 20 条第 1項又は前条第 1 項の規定による

ほか、必要があるときは、この契約を解除することが

できる。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、

物品の納入部分を受領検査のうえ、当該受領検査に合

格した部分の引き渡しを受けることができるものと

し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた

納入部分に相応する売買代金を乙に支払わなければ

ならない。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したこと

によって乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償

しなければならない。この場合における賠償額は、甲

乙協議して定める。 

 

（乙の解除権） 

第 23条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

⑴ 第 6 条の規定により仕様書等を変更したため請

負代金額が 3分の 2 以上減少したとき。 

⑵ 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害が生じたときは、その損害の賠償を甲に

請求することができる。 

 

（賠償金等の徴収） 

第 24条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違

約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、

その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日

から代金支払の日まで、契約日における、遅延利息の

率で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき代金

額とを相殺し、なお不足があるときは追徴できるもの

とする。 

２ 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数

につき、契約日における、遅延利息の率を乗じた額の

延滞金を徴収する。 

 

（契約保証金の返還） 

第 25条 甲は、乙がこの契約を履行したときは、契約

保証金を返還するものとする。ただし、第 17 条第 3

項に定める期間の満了までその全部又は一部の還付

を留保することができる。 

 

（相殺） 

第 26条 甲は、この契約に基づいて甲が負う債務をこ

の契約又は他の契約に基づいて乙が負う債務と相殺

することができる。 

 

（個人情報の保護） 

第 27条 乙は、この契約による事務を処理するための

個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守しなければならない。 

 

（契約外の事項） 

第 28条 この約款に定めのない事項については、鳥取

市契約規則（昭和 39 年鳥取市規則第 3号）の定める

ところによるほか、必要に応じて、甲乙協議して定め

る。 

 

上記約款中、第２条、第１５条、第１９条第３項、 

第２０条第２項中５字、第２１条第３項中５字及び 

第２５条を削除する。 



別記 個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契

約による事務を処理するための個人情報の取扱いに

当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよ

う、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人

情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用

してはならない。この契約が終了し、又は解除された

後においても同様とする。 

（使用者への周知） 

第３ 乙は、その使用する者に対し、在職中及び退職後

においてもこの契約による事務に関して知り得た個

人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使

用してはならないことなど、個人情報の保護に関して

必要な事項を周知しなければならない。 

（適正な管理） 

第４ 乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏え

い、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を処理するために個人

情報を収集するときは、当該事務を処理するために必

要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなけ

ればならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第６ 乙は、委託業務を履行するにあたって知り得た情

報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく委託

業務を履行する目的以外の目的で利用し、又は第三者

に提供してはならない。 

（複製及び持ち出しの禁止） 

第７ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この

契約による事務を処理するために甲から貸与された

個人情報が記録された資料等を複製（複写を含む。）

し、又は甲の指定する場所以外に持ち出して使用して

はならない。 

（再委託の禁止） 

第８ 乙は、委託業務を遂行するために得た個人情報を

自ら取り扱うものとし、第三者（第三者が乙の子会社

（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。)

に取り扱わせてはならない。ただし、甲の書面による

事前の承諾を得た場合は、この限りではない。 

２ 乙は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱

う業務を第三者に委託(請負その他これに類する行為

を含む。以下「再委託」という。)する場合、当該再委

託を受ける者(以下「再委託先」という。)に対し、こ

の契約に基づく一切の義務を遵守させなければなら

ない。 

３ 乙は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結

果について、乙と再委託先との契約(以下「再委託契

約」という。)の内容にかかわらず、甲に対して責任

を負うものとする。 

４ 乙は、第２項の再委託を行う場合、再委託契約にお

いて、再委託先が委託契約約款及び特記事項を遵守す

るために必要な事項その他甲が指示する事項を規定

するとともに、再委託契約先に対する必要かつ適切な

監督、個人情報に関する適正な取扱い及び管理につい

て、具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、第２項の再委託を行った場合、再委託先によ

る当該業務の履行を監督するとともに、甲の求めに応

じて、履行の状況を甲に対して適宜報告しなければな

らない。 

６ 乙は、再委託先に対し、甲の書面による事前の承諾

なくして、個人情報をさらなる委託(請負その他これ

に類する行為を含む。以下「再々委託」という。)によ

り第三者(以下「再々委託先」という。)に取り扱わせ

ることを禁止し、その旨を再委託先と約定しなければ

ならない。 

７ 第１項から前項までの規定は、前項の規定による甲

の承諾を得て個人情報を取り扱う業務を再々委託す

る場合について準用する。 

（資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために甲か

ら貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人

情報が記録された資料等について、この契約の終了後

直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、

甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 

（報告及び検査） 

第１０ 甲は、必要があると認めるとき又はこの契約が

終了したときは、乙に対し、委託業務に係る個人情報

の取扱い及び管理の状況について報告を求め、又はそ

の検査をすることができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、委託

業務を行う場所及び個人情報を保管する施設その他

情報を取り扱う場所で検査することができる。 

３ 乙は、甲から前２項の指示があったときは、速やか

にこれに従わなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第 11 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他こ

の個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は

生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲

に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終

了し、又は解除された後においても同様とする。 

（契約の解除及び損害賠償） 

第 12 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反し

ていると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請

求をすることができるものとする。 

 


